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○特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則 

平成十三年七月十日 

宮城県規則第九十八号 

改正 平成一六年三月三一日規則第三八号 

平成一六年一二月二八日規則第一四五号 

平成一七年二月八日規則第九号 

平成一九年三月二二日規則第三六号 

平成二七年一二月二八日規則第一一八号 

令和元年九月三〇日規則第七一号 

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則をここに公布する。 

特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例（平成十三

年宮城県条例第四十号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（条例第三条第二号に規定する知事が定める地域） 

第二条 条例第三条第二号に規定する知事が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する

地域とする。 

一 自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）第二条第二号に規定する国立公園 

二 自然公園法第二条第三号に規定する国定公園 

三 県立自然公園条例（昭和三十四年宮城県条例第二十号）第二条第一号に規定する県立

自然公園 

四 自然環境保全条例（昭和四十七年宮城県条例第二十五号）第十二条第一項の規定によ

り指定された県自然環境保全地域 

五 自然環境保全条例第二十三条第一項の規定により指定された緑地環境保全地域 

六 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第九条第二十一項に規定する風致地区 

七 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第十二条第一項の規定により定められた

特別緑地保全地区 

八 自然環境の適正な保全を図るため特に必要な地域として市町村の条例で指定するも

の 

（平一七規則九・一部改正） 
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（免除申請書に添付する書面） 

第三条 条例第六条第一項に規定する事実を証する書面は、次に掲げるものとする。 

一 定款の写し 

二 法人の登記事項証明書 

三 貸借対照表及び収支計算書 

四 その他県税事務所長が指示する書面 

２ 条例第六条第二項に規定する事実を証する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げるものとする。 

一 条例第三条第一号に該当する場合 

イ 定款の写し 

ロ 申請に係る土地又は建物の登記事項証明書 

ハ 申請に係る不動産を無償で譲り受けたことを証する書面 

ニ その他県税事務所長が指示する書面 

二 条例第三条第二号に該当する場合 

イ 定款の写し 

ロ 申請に係る土地又は建物の登記事項証明書 

ハ 申請に係る不動産の売買契約書の写しその他当該不動産の取得の原因を証する書

面 

ニ 申請に係る不動産が知事が定める地域内の不動産であることを確認するに足りる

書面 

ホ その他県税事務所長が指示する書面 

３ 条例第六条第三項に規定する事実を証する書面は、次に掲げるものとする。 

一 定款の写し 

二 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第四十一条第一項本文の指定、同法第四十

二条の二第一項本文の指定、同法第五十三条第一項本文の指定若しくは同法第五十四条

の二第一項本文の指定のうちいずれかの指定を受けたことを証する書面の写し又は県

若しくは市町村から助成若しくは委託を受けたことを証する書面 

三 申請に係る自動車の運行状況を記録した書類 

四 申請に係る自動車の道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第六十条第一

項に規定する自動車検査証（以下単に「自動車検査証」という。）の写し 

五 申請に係る自動車を正面及び側面から撮影した写真 
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六 その他県税事務所長が指示する書面 

４ 条例第六条第四項に規定する事実を証する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げるものとする。 

一 条例第五条第一号に該当する場合 

イ 定款の写し 

ロ 申請に係る自動車を無償で譲り受けたことを証する書面 

ハ 申請に係る自動車の自動車検査証又は道路運送車両法施行規則（昭和二十六年運輸

省令第七十四号）第六十三条の二第三項に規定する軽自動車届出済証（以下単に「軽

自動車届出済証」という。）の写し 

ニ 申請に係る自動車を正面及び側面から撮影した写真 

ホ その他県税事務所長が指示する書面 

二 条例第五条第二号に該当する場合 

イ 定款の写し 

ロ 申請に係る自動車の売買契約書の写しその他当該自動車の取得の原因を証する書

面 

ハ 申請に係る自動車の自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 

ニ 申請に係る自動車を正面及び側面から撮影した写真 

ホ その他県税事務所長が指示する書面 

（平一六規則三八・平一六規則一四五・平一九規則三六・一部改正） 

（免除申請書） 

第四条 条例第六条第一項から第四項までに規定する申請書は、別記様式によるものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成一六年規則第三八号） 

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成一六年規則第一四五号） 

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。 

附 則（平成一七年規則第九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一九年規則第三六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成十八年度以後の年度分の自動車税について改正前の特定非営利活動法人に対する

課税免除に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）別記様式第三号によりなされ

た免除の申請は、改正後の特定非営利活動法人に対する課税免除に関する条例施行規則

（以下「新規則」という。）別記様式第三号によりなされたものとみなす。 

３ 平成十八年四月一日以後の自動車の取得に対して課する自動車取得税について旧規則

別記様式第三号によりなされた免除の申請は、新規則別記様式第三号によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成二七年規則第一一八号） 

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。 

附 則（令和元年規則第七一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年十月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則の規定に

よる別記様式第三号については、当分の間、改正後の特定非営利活動法人に対する県税の

課税免除に関する条例施行規則の規定による別記様式第三号とみなす。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

（平16規則145・平27規則118・一部改正） 

別記様式第２号（第４条関係） 

（平16規則145・平27規則118・一部改正） 

別記様式第３号（第４条関係） 

（令元規則71・全改） 

 


